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昭 和 6 3 年 1 月 1 日

都道府県労働基準局長 殿

労働省労働基準局長

労働省婦人局長

改正労働基準法の施行について（抄）

労働基準法の一部を改正する法律(昭和62年法律第99号)については、昭和62年9月26日付け発基

第76号により、労働事務次官より通達されたところであるが、同法による改正後の労働基準法並び

にこれに基づく労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る暫定措置に関する政令(昭和62年政令第

397号)及び労働基準法施行規則の一部を改正する省令(昭和62年労働省令第31号)による改正後の労

働基準法施行規則の内容等は下記のとおりであるので、これらの施行に遺漏なきを期されたい。

記

1・2（略）

3 労働時間の算定

(1) 事業場外労働に関するみなし労働時間制

イ 趣旨

事業場外で労働する場合で、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難

な業務が増加していることに対応して、当該業務における労働時間の算定が適切に行われる

ように法制度を整備したものであること。

ロ 事業場外労働の範囲

事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、か

つ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であること。

したがって、次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体

的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働

時間制の適用はないものであること。

① 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管

理をする者がいる場合

② 事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受け

ながら労働している場合

③ 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外

で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合
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ハ 事業場外労働における労働時間の算定方法

(イ) 原則

労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を

算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業

場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間を含めて、所定労働時間労働し

たものとみなされるものであること。

(ロ) 当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合

当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場

合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされ、労働時間の一

部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間と事業場外で従

事した常務の遂行に必要とされる時間とを加えた時間労働したものとみなされるもので

あること。なお、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とは、通常の状態でその業務を

遂行するために客観的に必要とされる時間であること。

(ハ) 労使協定が締結された場合

(ロ)の当該業務の遂行に通常必要とされる時間については、業務の実態が最もよくわ

かっている労使間で、その実態を踏まえて協議した上で決めることが適当であるので、労

使協定で労働時間を定めた場合には、当該時間を、当該業務の遂行に通常必要とされる時

間とすることとしたものであること。

また、当該業務の遂行に通常必要とされる時間は、一般的に、時とともに変化すること

が考えられるものであり、一定の期間ごとに協定内容を見直すことが適当であるので、当

該協定には、有効期間の定めをすることとしたものであること。

なお、突発的に生ずるものは別として、常態として行われている事業場外労働であって

労働時間の算定が困難な場合には、できる限り労使協定を結ぶよう十分指導すること。

ニ みなし労働時間制の適用範囲

みなし労働時間制に関する規定は、法第4章の労働時間に関する規定の範囲に係る労働時

間の算定について適用されるものであり、第6章の年少者及び第6章の2の女子の労働時間に

関する規定に係る労働時間の算定については適用されないものであること。

また、みなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日

に関する規定の適用は排除されないものであること。

ホ 労使協定の届出

事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定は、規則様式第12号により所轄労働基

準監督署長に届け出なければならないものであること。ただし、協定で定める時間が法定労

働時間以下である場合には、届け出る必要がないものであること。

なお、事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定の内容を規則様式第9号の2によ

り法第36条の規定による届出に付記して届け出ることもできるのであること。

労使協定の届出の受理に当たっては、協定内容をチェックし、必要に応じて的確に指導す

ること。

また、事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定の締結に当たっては、事業場外

労働のみなし労働時間制の対象労働者の意見を聴く機会が確保されることが望ましいこと

はいうまでもなく、その旨十分周知すること。
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